
   伊 丹 市 手 話 通 訳 者 設 置 事 業 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 地 域 生 活 支 援 事 業 実 施 要 綱 第 ２ 条 第 １ 項

第 １ 号 に 規 定 す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 支 援 事 業 の う ち ， 手 話 通 訳 者

の 設 置 に 関 す る 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ） の 実 施 に 関 し ， 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。   

 （ 事 業 の 内 容 ）  

第 ２ 条  本 事 業 は ， 身 体 障 害 者 の 福 祉 に 理 解 と 熱 意 を 有 す る 手 話 通 訳

者 を 設 置 し ， 聴 覚 障 害 者 及 び 音 声 又 は 言 語 機 能 障 害 者 （ 以 下 「 聴 覚

障 害 者 等 」 と い う 。 ） の 家 庭 生 活 並 び に 社 会 生 活 に お け る コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン を 円 滑 に 行 う た め の 支 援 を 行 う も の と す る 。  

 （ 設 置 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， 社 会 福 祉 に 関 し て 豊 か な 見 識 を 有 し か つ 手 話 通 訳  

 に 関 す る 相 当 の 技 術 を 有 す る 者 を 手 話 通 訳 者 と し て 設 置 す る 。  

 （ 設 置 場 所 ）  

第 ４ 条  手 話 通 訳 者 の 設 置 場 所 は ， 福 祉 事 務 所 及 び 伊 丹 市 立 障 害 者  

 福 祉 セ ン タ ー と す る 。  

 （ 勤 務 ）  

第 ５ 条  手 話 通 訳 者 の 勤 務 は ， 職 員 の 勤 務 時 間 に 準 拠 す る 。  

 （ 業 務 内 容 ）  

第 ６ 条  手 話 通 訳 者 の 業 務 は ， 次 の 番 号 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も の と  

 す る 。  

 ⑴  聴 覚 障 害 者 等 の 更 生 援 護 に 関 す る 相 談 業 務  

⑵  聴 覚 障 害 者 等 の 更 生 援 護 に 関 す る 関 係 機 関 へ の 手 話 通 訳 に よ  

 る 仲 介  

⑶  関 係 団 体 及 び 専 門 機 関 と の 連 携  

⑷  聴 覚 障 害 者 等 の 福 祉 向 上 及 び 社 会 参 加 の 促 進 を 図 る た め に 市  

 長 が 認 め た 業 務  

 （ 業 務 内 容 の 報 告 ）  

第 ７ 条  手 話 通 訳 者 は ， 業 務 完 了 後 直 ち に 手 話 通 訳 業 務 日 誌 を 記 載  



 し ， １ ヶ 月 ご と に 業 務 内 容 を 市 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 研 鑚 ）  

第 ８ 条  手 話 通 訳 者 は ， 常 に そ の 職 務 を 行 う う え で 必 要 な 知 識 及 び  

 技 術 の 研 鑚 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 身 分 証 明 書 ）  

第 ９ 条  手 話 通 訳 者 は ， 業 務 に 携 わ る と き 常 に 身 分 を 証 明 す る 証 票  

 を 携 行 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 留 意 事 項 ）  

第 １ ０ 条  手 話 通 訳 者 は ， そ の 業 務 を 行 う に あ た っ て 個 人 の 人 権 を 尊  

 重 し ， そ の 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 事 業 の 実 施 に 関 し て 必 要  

 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 よ り 施 行 す る 。  

 （ 伊 丹 市 手 話 通 訳 者 設 置 事 業 運 用 要 綱 の 廃 止 ）  

２  伊 丹 市 手 話 通 訳 者 設 置 事 業 運 用 要 綱 （ 昭 和 ６ ３ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

 は ， 廃 止 す る 。  

   付  則  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


